
千葉県A 新 規 講 習 時 間 割

科　目 講　習　の　内　容 講習時間 講師

総　合 ○タクシー業界の現況について 9：00～9：50
１０分休憩

○主要な道路、地名、建造物、公園、駅等、多数の者が 10：00～10：50

　 利用する施設に関する知識 １０分休憩
○運行頻度が高い区間における適切な経路に関する知識 11：00～12：00

○自動車交通の渋滞が発生する頻度が高い地点及び当 13：00～13：50

　該地点における渋滞を回避する経路に関する知識 １０分休憩

○運輸安全マネジメント等、タクシー運転者として特別に
　 注意すべき事項
○地域における交通事故の発生状況等に関する知識 14：00～14：50
○タクシーの特殊性、地域の交通事故発生状況を踏まえ １０分休憩
　 た運転等の技能及び知識 15：00～15：50

○交通事故の防止、事故発生時の措置に関する技能及
 　び知識

○事故防止・飲酒運転防止(ビデオ） 15：50～16：20

安　全 ○過労運転の防止等、健康管理に関する知識 9：00～9：50
１０分休憩

○バリアフリー対応（実技講習、ビデオ講習） 10：00～10：50

接　遇 ○タクシー運転者としての基本的な心構え、接遇に関する １０分休憩
知識 11：00～12：00

接　遇 ○タクシー車両に搭載する装置等の取扱いに関する知識 12：50～13：40
１０分休憩

○関係法律等に関する知識
　・道路運送法（昭和２６年法律第１８３号） 13:50～14：40

　・タクシー業務適正化特別措置法 １０分休憩

  ・道路交通法（昭和３５年法律第１０５号） 14：50～15：40

　・道路運送車両法(昭和２６年法律第１８５号） １０分休憩

○一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
　　（昭和４８年運輸省告示３７２号）に関する知識

　　　　　　　　○　採　点
　　　　　　　　○　運転者証交付

①　受付は８：４０より行います。なお、２日目の集合時間は、８：５０厳守でお願いします。
②　テキストは、「タクシー運転者の講習テキスト」を使用します。（１冊　500円）
③　命令講習については、命令を受けた科目の受講を基本とし、講習の内容及び
　　 時間については、新規講習に準じます。
④　受講中、携帯電話は電源を切るか、マナーモードに願います。

R7.4.1

一
日
目

協
　
会
　
講
　
師

地　理

食事休憩（写真撮影12：30より） 12：00～13：00

地　理

安　全

地理効果測定 地理効果測定 16:20～16:50

二
日
目

協
　
会
　
講
　
師

食事休憩 12：00～12:50

法　令

試　験 15：50～16：50

16：35～17：20

<　注意事項　>

⑤　急病、その他の理由で、受講を継続できないときは、係に申し出て、指示を受けて下さい。
⑥　講師の能力向上を目的として動画で録画することがございます。あらかじめ了承下さい。

試　　　　験　　（法令・安全・接遇）


